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進路変更時は３秒前

合図を出しましょう！

右左折時や車線変更時は、合図（ウィンカー）を出して、

周囲に自分の行動を伝え、交通事故を防ぎましょう。

右左折時は３０メートル手前

一時停止をしましょう！

一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前

で一時停止し、交差点の安全を十分に確認してから、交差

点内に進入しましょう。

止まれ

止まれ
ＳＴＯＰ

しっかりと一時停止をして、左右の安全を

十分に確認してから進みましょう！

運転する時は、交通ルールを守り

思いやり運転を！交通マナーＵＰ宣言！

反則金 大型７千円、普通６千円、二輪６千円、原付5千円

点 数 １点（合図不履行）

反則金 大型９千円、普通７千円、二輪６千円、原付5千円

点 数 ２点（指定場所一時不停止等）


